
重層的支援体制整備事業実施計画に対応する区の事業について

社会福祉法
第106 条の４第２項

項番 区事業 所管課

【介護保険法】包括的支援事業（地域包括支援センターの運営） 第１号イ 1 地域包括支援センター運営委託 高齢者支援課

【障害者総合支援法】相談支援事業 第１号ロ 2 基幹相談支援センター事業所支援事業委託 障害福祉課

【⼦ども・⼦育て支援法】利⽤者支援事業 第１号ハ 3 利⽤者支援事業【特定型】 【⺟⼦保健型】 ⼦育て政策課
保育課

【⽣活困窮者⾃⽴支援法】⽣活困窮者⾃⽴相談支援事業 第１号ニ 4 ⽣活困窮者⾃⽴支援事業 くらしのまるごと相談課

第２号 5 包括的な支援体制の整備 くらしのまるごと相談課

【介護保険法】地域介護予防活動支援事業 第３号イ 6 高齢者介護予防事業 高齢者支援課

【介護保険法】⽣活支援体制整備事業 第３号ロ 7 ⽣活支援体制整備事業 高齢者支援課

【障害者総合支援法】地域活動支援センター機能強化事業 第３号ハ 8 地域活動支援センター事業 障害者施設課

【⼦ども・⼦育て支援法】地域⼦育て支援拠点事業 第３号ニ 9 地域⼦育て支援拠点事業
（⼦育てひろば）

⼦育て政策課
⼦育て施設支援課
⼦ども家庭支援課

⽣活困窮者支援等のための地域づくり事業 第３号(柱書) 10 包括的な支援体制の整備 くらしのまるごと相談課

第４号 11 包括的な支援体制の整備 くらしのまるごと相談課

第５号 12 包括的な支援体制の整備 くらしのまるごと相談課
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多機関協働事業　※第6号 支援プランの作成と一体的に実施する

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

参加支援事業
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